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税務訴訟資料 第２５８号－１８１（順号１１０３９） 

名古屋地方裁判所 平成●●年（○○）第●●号 所得税更正処分取消等請求事件 

国側当事者・国（刈谷税務署長） 

平成２０年９月２９日一部認容・確定 

 

判 示 事 項  

(1) 所得税法６４条２項（資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例）の特例を適

用するための要件 

(2) 本件借入金債務は、訴外会社がその所有する本件建物を売却して得た代金によって自ら返済した

ものと認められ、納税者が保証債務を履行したものとは認められないから、所得税法６４条２項（資

産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例）の特例を適用するための要件を欠くもの

といわなければならないとされた事例 

(3) 本件借入金債務は本件各土地の売却代金及び本件建物の売却代金の全体から弁済されたとみるべ

きであり、本件売買契約の代金総額のうち本件各土地の代金の割合に相当する金額については、納税

者が訴外会社の保証債務を履行したことになるとの納税者の主張が、本件売買契約は、納税者が本件

各土地を、訴外会社が本件建物をそれぞれ売却することを内容とするものであることが明らかであり、

訴外会社は、本件借入金債務を本件建物の売却代金の中から返済したものと認められ、納税者は、本

件各土地の売却代金の大部分を納税者自身の借入金の返済等に充てており、本件各土地の売却代金を

本件借入金債務の返済に充てたものと認めるべき証拠は全くなく、納税者において、本件各土地の売

却代金の一部を本件借入金債務の返済に充てたという認識を有していなかったことが明らかである

として排斥された事例 

(4) 金融機関が本件建物に加えて本件土地についても抵当権を有しており、本件土地と本件建物の売

却代金全部から優先的に弁済を受け得る地位にあったとの納税者の主張が、本件においては、結局、

訴外会社が本件建物を売却し、その売却代金から本件借入金債務を返済したものと認められるから、

金融機関が上記のような地位にあることから直ちに納税者が保証債務の履行をしたものということ

はできないとして排斥された事例 

(5) 譲渡費用該当性の判断基準 

(6) 本件道路拡幅用地を取得することが本件売買契約の停止条件とされていたことなどにかんがみる

と、本件道路拡幅用地の購入費用は、客観的に見て本件各土地の譲渡を実現するために必要であった

ものと認められ、本件各土地の譲渡費用に当たると認めるのが相当であるとされた事例 

(7) 本件道路拡幅用地の購入費用は、本件各土地の改良費に当たるものと解することはできないから、

これを本件各土地の取得費に当たるということはできないとされた事例 

(8) 本件道路拡幅用地の購入費用は、本件道路拡幅用地について譲渡所得の計算上取得費として控除

されるべきものであるが、そのことをもって、本件各土地の譲渡に要した費用に当たらないとするこ

とはできない（仮に本件道路拡幅用地について譲渡所得課税がされていれば、その課税分も含めて本

件各土地の譲渡に要した費用に当たると解される。）とされた事例 

判 決 要 旨  

(1) 所得税法６４条２項の規定によれば、本件特例の適用を受けるためには、保証人が保証債務を履

行したことが要件とされていることが明らかである。 
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(2)～(4) 省略 

(5) 資産の譲渡に当たって支出された費用が所得税法３３条３項（譲渡所得）にいう「資産の譲渡に

要した費用」に当たるかどうかは、現実に行われた資産の譲渡を前提として、客観的に見てその譲渡

を実現するために当該費用が必要であったかどうかによって判断すべきである（最高裁平成●●年

（○○）第●●号同１８年４月２０日第一小法廷判決・判例タイムズ１２１２号８１頁参照）。 

(6)～(8) 省略 

 

判 決 

原告         甲 

同訴訟代理人弁護士  森田 辰彦 

被告         国 

同代表者法務大臣   森 英介 

処分行政庁      刈谷税務署長 

           板屋 博和 

同指定代理人     遠田 真嗣 

           竹内 寛和 

           野口 洋 

           塚元 修 

 

主 文 

１ 処分行政庁が原告に対し平成１８年３月６日付けでした平成１６年分の所得税の更正

処分のうち納付すべき税額６６８万４１００円を超える部分及び過少申告加算税賦課決

定処分のうち６６万８０００円を超える部分を取り消す。 

２ 原告のその余の請求を棄却する。 

３ 訴訟費用は、これを１０分し、その１を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。 

 

事実及び理由 

第１ 請求 

 処分行政庁が原告に対し平成１８年３月６日付けでした平成１６年分の所得税の更正

処分のうち納付すべき税額４１０万２５００円を超える部分及び過少申告加算税賦課決

定処分のうち２５万１０００円を超える部分を取り消す。 

第２ 事案の概要 

 本件は、原告が、保証債務の履行のためにその所有する土地を売却したものの求償権を

行使することができなくなったとして、所得税法６４条２項の規定（以下「本件特例」と

いう。）により、譲渡所得の計算上、その売却代金相当額をなかったものとし、また、上

記土地の売却に際して購入した道路用地の購入代金を同法３３条３項の譲渡費用に当た

るとして所得税の確定申告をしたのに対し、刈谷税務署長（処分行政庁）が、上記土地に

ついての本件特例の適用及び道路用地の購入代金の譲渡費用該当性をいずれも否定して

更正処分等をしたため、これらの処分が違法であると主張して、その一部取消しを求める

事案である。 
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１ 前提事実（争いがないか証拠上明白である。） 

(1) 原告は、昭和５８年１０月８日、有限会社Ａ（以下「Ａ」という。）の代表取締役

に就任し、現在もその地位にある。なお、Ａは、平成１７年８月３０日、刈谷税務署

長に対し、平成１６年１０月３１日で事業を廃止した旨の事業廃止届出書（消費税法

５７条１項３号）を提出した（ただし、解散の手続は採られていない。）。 

(2) 原告は、昭和５８年８月２日、別紙物件目録記載１～４の各土地（以下、順に「本

件土地１」～「本件土地４」といい、これらを併せて「本件各土地」という。）の所

有権を相続により取得し、Ａは、昭和４９年４月５日、本件土地１、２の上に別紙物

件目録記載５の建物（以下、その附属建物を併せて「本件建物」という。）を建築し、

その後、その附属建物として工場、ポンプ室、事務所等を建築して、その所有権を取

得した。 

(3) 原告は、平成４年９月３０日、本件土地１、２につき、Ａは、同日、本件建物に

つき、それぞれ根抵当権者をＢ信用金庫（以下「Ｂ信用金庫」という。）、債務者をＡ

とする根抵当権（極度額１０００万円の共同根抵当）を設定し、平成６年１０月７日、

同根抵当権の極度額を１億２０００万円に変更した。 

(4) Ａは、平成７年２月１７日以降、Ｂ信用金庫から金員を借り入れ、原告は、その

保証人となった。ＡのＢ信用金庫からの借入残高は、平成１６年１１月２５日当時、

２９８７万５１８３円であった（以下、ＡのＢ信用金庫からの借入金を「本件借入金

債務」という。）。 

 また、Ａは、原告から金員を借り入れ、その借入残高は、Ａの平成１６事業年度（平

成１６年７月１日～平成１７年６月３０日。以下「本件事業年度」という。）の期首

において、３１０５万７２８６円であった。 

 他方、原告は、平成１０年８月３１日、Ｂ信用金庫から金員を借り入れ、借入残高

は、平成１６年１１月２５日当時、３３９０万７５２５円であった。 

(5) 原告及びＡは、平成１６年９月１８日、有限会社Ｃ（以下「Ｃ」という。）との間

で、本件各土地及び本件建物について、次の内容の売買契約（以下「本件売買契約」

といい、本件売買契約に係る契約書《乙４》を「本件売買契約書」という。）を締結

した。 

ア 売買代金は本件各土地の代金として５７１５万３６００円、本件建物の代金とし

て３５００万円（消費税込み）の合計９２１５万３６００円とする。 

イ Ｃは本件売買契約成立と同時に手付金４５０万円を支払い、残額８７６５万３６

００円は引渡時に支払う。 

ウ 本件各土地及び本件建物に対して賦課される公租・公課は、引渡日の前日までの

分を売主、引渡日以降の分を買主の負担とし、引渡日において精算する。 

 なお、本件売買契約に係る重要事項説明書（乙５）には、「本契約は、売主：甲

が本物件土地の隣接地（所在地：刈谷市 所有者：乙）の一部分（（別添付：分筆

予定図朱示部分です。）を隣接地道路拡幅のため所有者：乙より平成１６年１０月

末日までに買受けることを条件して効力が生じるものとし、当該期日までに、売主

が買受けることが出来ない場合、効力を失うものと致します。」との記載（以下「本

件確認条項」という。）がある。 
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(6) Ｃは、平成１６年９月１８日、原告及びＡに対し、手付金４５０万円の支払のた

め小切手を交付し、原告は、同月２１日、同小切手の取立てをＢ信用金庫刈谷北支店

に委託し、原告の同支店の普通預金口座（口座番号       。以下「本件原告

口座」という。）に４５０万円が入金された。 

 また、Ｃは、同年１１月２５日、原告及びＡに対し、８８００万１９４２円（本件

売買契約に基づく残代金８７６５万３６００円と本件各土地の固定資産税等精算金

３４万８３４２円の合計額）を本件原告口座に振り込んで支払った。 

(7) 原告は、同日、本件原告口座からＡのＢ信用金庫刈谷北支店の普通預金口座（口

座番号       。以下「本件Ａ口座」という。）に３５００万円を振替入金し

た。 

 Ａは、同日、Ｂ信用金庫に対し、本件借入金債務の返済として、本件Ａ口座から合

計２９８７万９９３３円を支払い、Ｂ信用金庫は、同日、繰上げ返済に係る戻し利息

として合計４７５０円を本件Ａ口座に入金した。 

 なお、原告は、同日、本件原告口座から原告のＢ信用金庫刈谷北支店の普通預金口

座（口座番号       ）に３３９１万円を振替入金した上、原告のＢ信用金庫

からの借入金３３９０万７５２５円を返済した。 

(8) 原告は、平成１６年９月１０日、本件各土地に隣接する別紙物件目録記載６の土

地（本件売買契約後に分筆されたもの。以下「本件道路拡幅用地」という。）の所有

者である乙（以下「乙」という。）との間で、本件道路拡幅用地を５０万円で購入す

る旨の売買契約を締結し、同日、乙に対し、手付金として５万円を支払った。同売買

契約には、「買主は、売主より買受けた本物件を刈谷市へ『刈谷市の道路用地』とし

て寄付することを絶対条件とする。」との特約が付された。乙は、同年１０月２２日、

本件道路拡幅用地の分筆登記をし、原告は、同月２９日、乙に対し残金４５万円を支

払い、同年１１月５日、本件道路拡幅用地につき所有権移転登記を受けた。原告は、

同年１２月２日、本件道路拡幅用地を刈谷市に寄付し、同月７日、同市への所有権移

転登記を了した（以下、これを「本件寄付」という。）。 

(9) 原告は、平成１６年分の所得税につき、別紙「課税等経緯一覧」のとおり、平成

１７年３月１５日、確定申告をしたところ、同年８月１９日、刈谷税務署長から更正

処分及び過少申告加算税賦課決定処分を受け、平成１８年１月１８日、修正申告をし

た。 

 なお、原告は、上記修正申告において、本件各土地の実際の取得額が不明であると

して租税特別措置法３１条の４第１項（措置法通達３１の４－１）により、譲渡所得

の金額の計算上、譲渡収入金額５７４１万６９３７円の１００分の５に相当する２８

７万０８４６円を本件各土地の取得費に計上し、本件借入金債務の返済としてＢ信用

金庫に支払われた２９８７万５１８３円につき本件特例を適用し、本件道路拡幅用地

の借入費用５０万円につき譲渡費用に当たるとして、本件各土地に係る譲渡所得の算

定においてこれらの金額を控除した。 

(10) 刈谷税務署長は、平成１８年３月６日、原告の平成１６年分の所得税につき、別

紙「課税等経緯一覧」のとおり、更正及び過少申告加算税の賦課決定（以下、これら

を併せて「本件各処分」という。）をした。なお、刈谷税務署長は、上記２９８７万
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５１８３円につき本件特例の適用を否定し、また、本件道路拡幅用地の購入費用は譲

渡費用と認められないとした。 

 原告は、本件各処分を不服として、平成１８年４月６日、刈谷税務署長に対して異

議申立てをしたところ、刈谷税務署長は、同年６月１５日、これを棄却する旨の決定

をした。原告は、さらに、同年７月１２日、国税不服審判所長に対し、審査請求をし

たが、国税不服審判所長は、平成１９年６月２７日付けでこれを棄却する旨の裁決を

し、原告に通知した（なお、その具体的経緯等は別紙「課税等経緯一覧」記載のとお

りである。）。 

 原告は、平成１９年１２月１１日、本件訴えを提起した。 

２ 各当事者の主張する税額等の算出根拠 

(1) 被告 

ア 総所得金額 ６５万５７２２円 

 上記金額は次の(ア)及び(イ)の合計金額である。 

(ア) 給与所得金額 ０円 

 上記金額は、原告が、修正申告書の「所得金額」の「給与」欄に記載した金額

である。 

(イ) 雑所得金額 ６５万５７２２円 

 上記金額は、原告が、平成１６年中に社会保険庁から受領した老齢厚生年金１

３７万４２９６円から、所得税法３５条（雑所得）４項に規定する公的年金等控

除額７１万８５７４円を控除した金額である。 

イ 分離長期譲渡所得の金額 ５０３５万４４４９円 

 上記金額は、次の(ア)から(イ)及び(ウ)を控除した金額である。 

(ア) 収入金額 ５７４１万６９３７円 

 上記金額は、原告が、修正申告書第三表の「収入金額」の「分離課税」の「長

期譲渡」に係る「一般分」欄に記載した金額である。 

(イ) 取得費 ２８７万０８４６円 

 上記金額は、原告が、譲渡所得の内訳書３面の「②取得費」欄に記載した金額

である。 

(ウ) 譲渡費用 ４１９万１６４２円 

 上記金額は、原告が譲渡所得の内訳書３面の「③譲渡費用」欄に記載した４６

９万１６４２円から本件道路拡幅用地の購入費用５０万円を控除した金額であ

る。 

ウ 所得から差し引かれる金額 ２２６万１８００円 

 上記金額は、原告が、修正申告書の「所得から差し引かれる金額」欄に記載した

金額である。 

エ 課税される所得金額 ４８７４万８０００円 

 上記金額は、所得税法８７条２項及び租税特別措置法施行令２１条８項の規定に

より、上記アから上記ウを控除し、控除し切れなかった残額を上記イから控除した

金額（ただし、国税通則法１１８条１項の規定により１０００円未満の端数を切り

捨てた後のもの）である。 
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オ 算出税額 ７３１万２２００円 

 上記金額は、上記エの金額に、租税特別措置法３１条１項の税率（税率１００分

の１５）を乗じて算出した金額である。 

カ 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負

担軽減措置に関する法律６条（平成１７年度法律第２１号による改正以前のもの）

の規定に基づき、算出した金額である。 

キ 源泉徴収税額 １０万３０７０円 

 上記金額は、上記ア(イ)の雑所得である老齢厚生年金にかかる源泉徴収税額であ

る。 

ク 納付すべき税額 ６９５万９１００円 

 上記金額は、上記オの金額から上記カ及びキの各金額を控除した金額（ただし、

国税通則法１１９条１項の規定により１００円未満の端数を切り捨てた後のもの）

である。 

(2) 原告 

ア 本税について 

(ア) 雑所得 ６５万５７２２円 

 上記(1)ア(イ)に同じ。 

(イ) 分離長期譲渡所得の金額 ３１３１万０６０６円 

 上記(1)イから後述の１８５４万３８４３円と譲渡費用５０万円を控除した金

額。 

(ウ) 所得控除の額 ２２６万１８００円 

 上記(1)ウに同じ。 

(エ) 課税分離長期譲渡所得金額 ２９７０万４０００円 

 上記(ア)から(ウ)を控除し、控除し切れなかった残額を上記(イ)から控除した

金額（１０００円未満切捨て）。 

(オ) 上記(エ)に対する税額 ４４５万５６００円 

 上記(エ)の金額に１００分の１５を乗じて算出した金額。 

(カ) 定率減税額 ２５万円 

 上記(1)カに同じ。 

(キ) 源泉徴収税額 １０万３０７０円 

 上記(1)キに同じ。 

(ク) 納付すべき税額 ４１０万２５００円 

 上記(オ)の金額から上記(カ)及び(キ)の金額を控除した金額（１００円未満切

捨て）。 

イ 過少申告加算税について 

(ア) 通常分 

ａ 加算税の対象となる税額 １６９万５０００円 

ｂ 加算税の基礎となる税額 １６９万円 

ｃ 上記ｂの１０％ １６万９０００円 
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(イ) 加重分 

ａ 累積増差税額 ２９２万５０００円 

ｂ 期限内申告税額 １２８万０５７０円 

(a) 確定申告分 １１７万７５００円 

(b) 源泉徴収税額 １０万３０７０円 

ｃ ａ－ｂ １６４万４４３０円 

ｄ 加算税の基礎となる税額 １６４万円 

ｅ 上記ｄの５％ ８万２０００円 

(ウ) 合計 ２５万１０００円 

３ 関連法令 

 関連法令は別紙関連法令記載のとおりである。 

４ 争点 

(1) 本件各土地の譲渡に係る譲渡所得につき、本件特例が適用されるか否か。 

(2) 本件道路拡幅用地の購入費用が、本件各土地の譲渡に係る譲渡所得の計算上、譲

渡費用として控除の対象となるか否か。 

５ 争点に関する当事者の主張 

(1) 争点(1)について 

（被告の主張） 

 本件特例を適用するためには、①債権者に対して債務者の債務の保証をしたこと、

②保証債務履行のために資産を譲渡したこと、③保証債務を履行したこと、④履行に

伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなったことが実体的要

件として必要とされるところ、以下の事実に照らせば、Ａが自己の所有する本件建物

の売却代金として受領した３５００万円の中から本件借入金債務を自ら弁済したこ

とが明らかであって、原告がＡの保証債務を履行したという客観的事実は一切認めら

れない。したがって、保証債務の履行に伴う求償権の発生自体が認められず、本件特

例を適用する余地はない。 

ア 本件売買契約書の記載等 

 本件売買契約当時、原告が本件各土地を所有しており、Ａが本件建物を所有して

いたことから、本件売買契約書において、売買当事者たる「売主」欄には「（土地）」、

「（建物）」とあえて付記した上で、土地について原告が、建物についてＡがそれぞ

れ売主であることが明記されている。そして、本件売買契約書には売買対象たる「物

件の表示」欄において、「土地」として本件各土地が、「建物」として本件建物がそ

れぞれ明記されており、「売買代金及び支払時期」欄において、本件各土地の「土

地代金」として５７１５万３６００円と、本件建物の「建物代金」として３５００

万円とそれぞれ明記されている。 

 そうすると、本件売買契約は、Ａがその所有する本件建物を代金３５００万円を

もって売却し、原告がその所有する本件各土地を代金５７１５万３６００円をもっ

て売却するものであったということは、動かすことのできない客観的な事実関係で

あるというよりほかはない。 

イ 客観的な金銭の流れ 
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 Ｃは、平成１６年９月１８日に本件売買契約の手付金４５０万円を原告及びＡに

支払い、同年１１月２５日、更に８８００万１９４２円（本件売買契約の残代金８

７６５万３６００円と固定資産税等精算金３４万８３４２円の合計額）をひとまず

本件原告口座に入金し、同日のうちに、本件原告口座から本件Ａ口座に３５００万

円（本件建物の売却代金）が振替送金されている。Ａは、同日、Ｂ信用金庫に対し、

本件Ａ口座において、本件建物の売却代金３５００万円をもって、２９８７万９９

３３円（返済期日が未到来の借入金合計１２９６万３０００円と返済遅延となって

いた借入金合計１６９１万６９３３円の合計額）をひとまず返済し、その上で、Ｂ

信用金庫から、繰上げ返済に係る戻し利息合計４７５０円の入金を受けている。 

 このような金銭の流れは、Ｂ信用金庫に対して本件借入金債務の弁済をしたのが

Ａであって原告ではないことを如実に示すものである。 

ウ Ａにおける経理処理 

 本件事業年度の総勘定元帳及び決算期末処理においては、Ａが、原価３３５５万

４７１４円である本件建物を３５００万円で売却したものであり、１４４万５２８

６円の利益が出た旨の経理処理がされている。 

 また、Ａの本件事業年度における総勘定元帳において、平成１６年１１月２５日

付けをもって合計２９８７万９９３３円の負債が減少した旨記載されているとこ

ろ、これは本件借入金債務に上記４７５０円の利息を加えた額である。このように、

同日、ＡがＢ信用金庫に対して本件借入金債務を自ら弁済した旨の経理処理がされ

ている。 

エ 原告の認識 

 本件各処分時において、原告には、Ａの保証債務を弁済した認識が欠落しており、

Ａがその所有する本件建物の売却代金をもって自ら本件借入金を弁済したとの認

識を持っていた。 

オ 本件各土地の売却代金の使途 

 原告は、Ｃから受領した本件各土地の売却代金５７１５万３６００円を原告のＢ

信用金庫からの借入金の返済等に充てており、本件借入金債務の返済に充てた事実

は一切認められない。 

（原告の主張） 

 Ｂ信用金庫は、担保権者として本件各土地及び本件建物の売却代金の全部から優

先的に弁済を受け得る地位にあるから、ＡのＢ信用金庫に対する本件借入金債務は、

本件各土地の売却代金及び本件建物の売却代金の全体から支払われたとみるべき

であって、これは、本件各土地と本件建物の所有関係や当事者間のやり取り等には

関係がない。すると、Ａが自力で返済した金額は本件売買契約の代金総額のうち本

件建物の代金の割合に相当する金額であり、その余は原告によって支払われたとい

える。そして、原告によって支払われた金額、すなわち、本件各土地の代金の割合

に相当する金額については、原告がＡの保証債務を履行したことになり、これにつ

きＡの廃業により求償権の行使が不能となったのであるから、その金額の分に関し

ては本件特例の適用が受けられることとなる。 

 したがって、Ｂ信用金庫への返済額２９８７万５１８３円に９２５０万１９４２
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分の５７４１万６９３７を乗じた１８５４万３８４３円について本件特例の適用

が受けられるべきである。 

(2) 争点(2)について 

（被告の主張） 

 原告の本件道路拡幅用地の購入費用は、以下のとおり、本件売買契約により生じた

譲渡所得についての譲渡費用を構成するものではない。 

ア 譲渡所得の金額を計算するに当たって控除されるべき譲渡費用は、取得費に当た

るものを除き、個々の資産の譲渡ごとにそれぞれの譲渡を実現するために直接必要

な支出を意味するものと解すべきであり、それは個々の資産の譲渡ごとに、客観的

に見てその譲渡を実現するために当該費用が必要であったかどうかによって判断

すべきものである。 

 したがって、譲渡所得の金額を計算する上で、総収入金額から控除した取得費を

譲渡費用として更に重複して二重に控除することができないのはもとより、所得税

法３３条３項１号の所得（以下「短期譲渡所得」という。）に区分される資産と同

項２号の所得（以下「長期譲渡所得」という。）に区分される資産を同一年内に譲

渡した場合、短期譲渡所得に係る資産の譲渡についての取得費及び譲渡費用は短期

譲渡所得の総収入金額から控除される費用に該当するのみで、長期譲渡所得の総収

入金額から控除される取得費や譲渡費用に該当することはない。 

 そうすると、本件道路拡幅用地の購入費用は、本来的に本件道路拡幅用地の短期

譲渡所得においてのみ取得費を構成すべきものであるから、本件道路拡幅用地とは

別個の土地である本件各土地の長期譲渡所得において譲渡費用を構成するもので

はない。 

 なお、本件寄付については、所得税法５９条１項１号所定のみなし譲渡課税がさ

れないものであるため（租税特別措置法４０条１項）、本件道路拡幅用地の購入費

用は、結果として取得費と扱われないが、本来的には短期譲渡所得（所得税法３３

条３項１号）となるべきもので、本件道路拡幅用地という「資産の取得に要した金

額」（同法３８条１項）として、本件道路拡幅用地に係る短期譲渡所得の取得費を

構成するので、資産の譲渡区分が異なる本件各土地の長期譲渡所得の金額の計算に

は影響を及ぼさない。 

イ 本件売買契約には「買主の本物件の取得の目的が本物件の土地に社宅を建築する

事にある為、本契約締結後、買主において都市計画法２９条、および刈谷市の開発

指導要綱に従い開発許可申請手続を行い、所轄官庁からその許可が得られる事」と

いう停止条件が付されているが、本件各土地においては、都市計画法２９条による

開発許可申請手続やその許可を要するものではなく、現実にそうした手続や許可が

ないまま、平成１７年８月１５日、上記社宅が既に建築されて現在に至っているか

ら、原告による本件道路拡幅用地の買受けないし購入費用支払は、上記停止条件と

現実的、具体的な関連性がなかったものというべきである。 

ウ 本件売買契約に係る重要事項説明書の「１７ その他」の９には「本契約は、売

主：甲が本物件土地の隣接地（所在地：刈谷市 所有者：乙）の一部分（（別添付：

分筆予定図朱示部分です。）を隣接地道路拡幅のため所有者：乙より平成１６年１
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０月末日までに買受けることを条件して効力が生じるものとし、当該期日までに、

売主が買受けることが出来ない場合、効力を失うものと致します。」との本件確認

条項が記載され、上記「一部分」とは本件道路拡幅用地を意味すると解されるが、

本件確認条項の記載は本件売買契約自体に設けられたものでなく、直ちに本件売買

契約の内容となるものではない。 

 また、宅地建物取引業法５章１節は、宅地建物取引業者が行う業務を規制し、宅

地建物取引業者に対する種々の禁止規定を置いて、様々な義務付けをしているが、

これらは宅地建物取引業を行政上の目的から規制した行政的取締規定であり、その

義務や禁止内容も行政上のものであるから、同法３５条１項所定の重要事項説明書

の交付、説明義務の履行によって本件売買契約の私法上の内容が変更きれたという

べき根拠はなく、上記記載が本件売買契約の条件となるものではないというべきで

ある。 

 したがって、本件道路拡幅用地の購入費用は客観的に見て本件各土地の譲渡を実

現するために必要なものではなく、本件各土地の譲渡所得において譲渡費用を構成

するものではないというべきである。 

エ 仮に本件道路拡幅用地の購入費用が客観的に見て本件各土地の譲渡を実現する

ために必要なものであったとしても、そうした費用のうち取得費に当たるものを除

いたものが譲渡費用となり得るにすぎないのであって、本件道路拡幅用地の購入費

用が直ちに譲渡費用に当たるとはいえない。 

（原告の主張） 

ア 所得税法３３条３項にいう「資産の取得費」とは当該資産を購入する際に要した

費用をいうのであり、「資産の譲渡に要した費用」とは当該資産を売却する際に要

した費用をいう。本件についてみるに、原告は、本件各土地を売却するに当たって

本件道路拡幅用地を買い受けることが条件とされていたためにこれを購入する必

要があったのであるから、その購入費用は、本件各土地を「売却する際」に要した

譲渡費用に当たる。 

イ(ア) これに対し、被告は、本件道路拡幅用地の購入費用が本来的に本件道路拡幅

用地の譲渡に係る短期譲渡所得において取得費を構成すべきものであると主張

する。 

 しかし、そのことと本件道路拡幅用地の購入費用が本件各土地の譲渡所得にお

いて譲渡費用を構成するか否かという問題は論理的に全く別個のものである。そ

もそも本件寄付は、租税特別措置法４０条１項によってその短期譲渡所得自体が

なかったものとみなされるのであるから、法律上無視すべきであり、これをこと

さら取り上げて、本件道路拡幅用地の譲渡に係る短期譲渡所得における取得費に

該当するというのは、法の規定から離れた机上の理論にすぎない。 

(イ) また、被告は、原告の主張によれば、短期譲渡所得の計算上は取得費として

控除される費用を、長期譲渡所得の計算上は譲渡費用として控除できることにな

り二重控除であると主張する。しかし、上記(ア)のとおり、本件寄付は、法の規

定によって課税の関係ではなかったものとみなされるので、法律上、本件道路拡

幅用地の購入費用が短期譲渡所得に係る取得費として控除されることはなく、実
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際には被告が指摘する二重控除は生じない。 

(ウ) 被告は、本件道路拡幅用地の購入費用が客観的に見て本件各土地の譲渡を実

現するために必要なものではなかったと主張するが、本件売買契約において原告

が本件道路拡幅用地を購入することが停止条件であったことは、本件確認条項か

らも明らかである。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 争点(1)について 

(1) 前記前提事実に証拠（乙４、６、７、１１、１２の１、２、乙１３の１、２、乙

１６、１９、２４の１～３）及び弁論の全趣旨を総合すると、以下の事実が認められ

る。 

ア 本件売買契約書には、「売買代金総額 ９２，１５３，６００円」との記載に続

き、「内訳」として「土地代金 ５７，１５３，６００円」、「建物代金 ３５，０

００，０００円」との記載がある。また、本件売買契約書の売主欄には、「（土地）」

との記載の後に原告個人の署名押印が、「（建物）」との記載の後にＡ代表取締役の

記名押印があり、Ｃにあてた３通の領収証にもＡ代表取締役の記名押印と原告個人

の署名押印がある。 

イ 原告は、平成１６年１１月２５日、本件売買契約の仲介料等として、本件原告口

座から本件売買契約の媒介業者である有限会社Ｄほか３社に合計５６９万１４６

５円を振り込んで支払った。 

 また、原告は、同日、本件原告口座から３３９１万円を原告のＢ信用金庫刈谷北

店の普通預金口座（口座番号       ）に振替入金し、同日、同口座から原

告のＢ信用金庫からの借入金合計３３９０万７５２５円を返済した。 

ウ Ａの本件事業年度に係る総勘定元帳には、Ａが平成１６年１１月２５日に固定資

産を売却してＢ信用金庫の普通預金口座に３５００万円の入金を受け、原価３３５

５万４７１４円を差し引くと１４４万５２８６円の固定資産売却益があった旨の

記載があり、本件事業年度の損益計算書にも固定資産売却益として同額が計上され

ている。 

また、Ａの本件事業年度に係る総勘定元帳には、同日、Ｂ信用金庫の普通預金口座

から、８９０万円の短期借入金を返済（完済）し、また、合計２０９７万９９３３

円の長期借入金を返済した旨の記載がある。 

(2) 所得税法６４条２項の規定によれば、本件特例の適用を受けるためには、保証人

が保証債務を履行したことが要件とされていることが明らかである。 

 前記前提事実及び上記(1)の事実によれば、ＡのＢ信用金庫に対する本件借入金債

務は、Ａがその所有する本件建物を売却して得た代金によって自ら返済したものと認

められ、原告が保証債務を履行したものとは認められないから、本件特例を適用する

ための要件を欠くものといわなければならない。 

(3) 原告は、ＡのＢ信用金庫に対する本件借入金債務は本件各土地の売却代金及び本

件建物の売却代金の全体から弁済されたとみるべきであり、本件売買契約の代金総額

のうち本件各土地の代金の割合に相当する金額（１８５４万３８４３円）については、

原告がＡの保証債務を履行したことになると主張する。 

【判示(1)】 

【判示(2)】 

【判示(3)】 
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 しかしながら、前記(1)ア、ウで認定した本件売買契約書の記載や本件建物売却及

び借入金に関するＡの経理処理等に照らすと、本件売買契約は、原告が本件各土地を、

Ａが本件建物をそれぞれ売却することを内容とするものであることが明らかであり、

Ａは、本件借入金債務を本件建物の売却代金３５００万円の中から返済したものと認

められる。また、前記(1)イのとおり、原告は、本件各土地の売却代金５７１５万３

６００円の大部分を原告自身のＢ信用金庫からの借入金の返済等に充てており、本件

各土地の売却代金を本件借入金債務の返済に充てたものと認めるべき証拠は全くな

い。そして、原告は、Ａの代表者でもあるところ、平成１７年１２月１４日、刈谷税

務署財務事務官に対し、本件借入金債務は本件建物の所有者であるＡが本件建物の売

却代金から返済したと思っている旨供述しており（乙２５）、同供述当時、原告にお

いて、本件各土地の売却代金の一部を本件借入金債務の返済に充てたという認識を有

していなかったことが明らかである。 

 なお、原告は、Ｂ信用金庫が本件建物に加えて本件土地１、２についても抵当権を

有しており、本件土地１、２と本件建物の売却代金全部から優先的に弁済を受け得る

地位にあったと主張するが、本件においては、結局、Ａが本件建物を売却し、その売

却代金から本件借入金債務を返済したものと認められるから、Ｂ信用金庫が上記のよ

うな地位にあることから直ちに原告が保証債務の履行をしたものということはでき

ない。 

２ 争点(2)について 

(1) 譲渡所得の金額は、資産の譲渡による所得に係る総収入金額から当該所得の基因

となった「資産の取得費」及びその「資産の譲渡に要した費用」の額の合計額を控除

し、その残額（譲渡益）から譲渡所得の特別控除額を控除して計算される（所得税法

３３条３項）。なお、「資産の取得費」は、別段の定めがあるものを除き、その資産の

取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額をいう（同法３８条１項）。 

(2) 原告が支出した本件道路拡幅用地の購入費用は、本件道路拡幅用地自体の取得に

要した費用であるから、本来、本件道路拡幅用地の短期譲渡所得（所得税法３３条３

項１号）についての取得費を構成すべきところ、原告は本件道路拡幅用地を刈谷市に

寄付したため、みなし短期譲渡所得課税の対象となるべき贈与がなかったものとされ

（租税特別措置法４０条１項）、短期譲渡所得課税そのものがされなかったために、

取得費としての控除が行われなかったものである。 

(3) 本件売買契約に係る重要事項説明書に記載された本件確認条項に照らせば、原告

が本件道路拡幅用地を取得することが本件売買契約の停止条件とされていたものと

認められ（原告とＣが売買の条件としたために重要事項説明書に記載されたものと認

めるのが相当である。）、本件道路拡幅用地の購入費用は、本件各土地の譲渡に当たっ

て支出された費用と認められる。また、前記前提事実によれば、原告が上記停止条件

を成就させるために締結した本件道路拡幅用地の売買契約には、本件道路拡幅用地を

原告が購入後刈谷市へ道路用地として寄付することが「絶対条件」とされ、原告は、

これに従って、本件道路拡幅用地を購入後、刈谷市へ寄付したため、原告には、結局、

本件道路拡幅用地の購入費用の支出という結果のみが残ったことが認められる。 

 ところで、資産の譲渡に当たって支出された費用が所得税法３３条３項にいう「資

【判示(4)】 

【判示(5)】 
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産の譲渡に要した費用」に当たるかどうかは、現実に行われた資産の譲渡を前提とし

て、客観的に見てその譲渡を実現するために当該費用が必要であったかどうかによっ

て判断すべきである（最高裁平成●●年（○ ○）第● ●号同１８年４月２０日第一

小法廷判決・判例タイムズ１２１２号８１頁参照）。上記のとおり、本件道路拡幅用

地を取得することが本件売買契約の停止条件とされていたことなどにかんがみると、

本件道路拡幅用地の購入費用は、客観的に見て本件各土地の譲渡を実現するために必

要であったものと認められ、本件各土地の譲渡費用に当たると認めるのが相当である。

なお、本件道路拡幅用地の購入費用は、本件各土地の改良費に当たるものと解するこ

とはできないから、これを本件各土地の取得費に当たるということはできない。また、

本件道路拡幅用地の購入費用は、本件道路拡幅用地につて譲渡所得の計算上取得費と

して控除されるべきものであるが、そのことをもって、本件各土地の譲渡に要した費

用に当たらないとすることはできない（仮に本件道路拡幅用地について譲渡所得課税

がされていれば、その課税分も含めて本件各土地の譲渡に要した費用に当たると解さ

れる。）。 

(3) そうすると、本件道路拡幅用地の購入費用５０万円は、本件各土地の譲渡所得を

算出するに当たり、控除すべきものであるから、原告の納付すべき税額は、次のとお

りとなる。 

ア 総所得金額 ６５万５７２２円 

イ 分離長期譲渡所得金額 ４９８５万４４４９円 

ウ 所得から差し引かれる金額 ２２６万１８００円 

エ 課税される所得金額 ４８２４万８０００円 

オ 算出税額 ７２３万７２００円 

カ 定率減税額 ２５万円 

キ 源泉徴収税額 １０万３０７０円 

ク 納付すべき税額 ６８８万４１００円 

ケ 過少申告加算税の額 

(ア) 通常分 

ａ 加算税の対象となる税額 ４４７万６６００円 

ｂ 加算税の基礎となる税額 ４４７万円 

ｃ 上記ｂの１０％ ４４万７０００円 

(イ) 加重分 

ａ 累積増差税額 ５７０万６６００円 

ｂ 期限内申告税額 １２８万０５７０円 

ｃ ａ－ｂ ４４２万６０３０円 

ｄ 加算税の基礎となる税額 ４４２万円 

ｅ 上記ｄの５％ ２２万１０００円 

(ウ) 合計 ６６万８０００円 

３ 以上によれば、原告の請求は、処分行政庁が原告に対し平成１８年３月６日付けでし

た平成１６年分の所得税の更正処分のうち納付すべき税額６６８万４１００円を超え

る部分及び過少申告加算税賦課決定処分のうち６６万８０００円を超える部分の取消

【判示(6)】 

【判示(7)】 

【判示(8)】 
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しを求める限度で理由があるからこれを認容し、その余は理由がないからこれを棄却す

ることとして、主文のとおり判決する。 

 

名古屋地方裁判所民事第９部 

裁判長裁判官 松並 重雄 

   裁判官 前田 郁勝 

   裁判官 廣瀨 達人 
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（別紙） 

 

物件目録 

 

１ 所  在  愛知県刈谷市 

  地  番   

  地  目  宅地 

  地  積  ７１０．７３㎡ 

 

２ 所  在  愛知県刈谷市 

  地  番   

  地  目  宅地 

  地  積  ９９１．７４㎡ 

 

３ 所  在  愛知県刈谷市 

  地  番   

  地  目  公衆用道路 

  地  積  ７３㎡ 

 

４ 所  在  愛知県刈谷市 

  地  番   

  地  目  公衆用道路 

  地  積  １８㎡ 

 

５ 所  在  愛知県刈谷市 

  家屋番号  

  種  類  工場 

  構  造  鉄骨造スレート、亜鉛メッキ鋼板葺２階建 

  床 面 積 １階 ４１５．５０㎡ 

       ２階 ７９．７５㎡ 

 

６ 所  在  愛知県刈谷市 

  地  番   

  地  目  畑 

  地  積  １２㎡ 
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（別紙） 

課税等経緯一覧 

確定申告 
更正処分及び加算

税賦課決定処分
修正申告 

加算税賦課

決定処分 
更正処分及び加算

税賦課決定処分
異議申立て 異議決定 審査請求 裁決 区分 

 

項目 平成17年3月15日 平成17年8月19日 平成18年1月18日 平成18年2月27日 平成18年3月6日 平成18年4月6日 平成18年6月15日 平成18年7月12日 平成19年6月27日 

総 所 得 金 額 0 0 0 655,722

内訳給 与 所 得 の 金 額 0 0 0 0

 雑 所 得 の 金 額 － － － 655,722

分 離 長 期 譲 渡 所 得 金 額 12,159,438 12,159,438 19,979,266 50,354,449

収 入 金 額 57,153,600 57,153,600 57,416,937 57,416,937

取 得 費 2,857,680 2,857,680 2,870,846 2,870,846

譲 渡 費 用 6,198,870 6,198,870 4,691,642 4,191,642

内
訳 

保 証 債 務 履 行 額 35,937,612 35,937,612 29,875,183 0

所得から差し引かれる金額 2,641,800 2,261,800 2,261,800 2,261,800

課 税 さ れ る 所 得 金 額 

（1,0 0 0円未満切捨て） 
9,517,000 9,897,000 17,717,000 48,748,000

算 出 税 額 1,427,550 1,484,550 2,657,550 7,312,200

定 率 減 税 額 250,000 250,000 250,000 250,000

源 泉 徴 収 税 額 － － － 103,070

納 付 す べ き 税 額 

（ 1 0 0 円 未 満 切 捨 て ） 
1,177,500 1,234,500 2,407,500 6,959,100

過 少 申 告 加 算 税 の 額 5,000 119,500 680,000

全
部
取
消
し 

棄
却 

全
部
取
消
し 

棄
却 
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（別紙） 

関連法令 

 １ 所得税法 

 ３３条１項 譲渡所得とは、資産の譲渡（建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設

定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条におい

て同じ。）による所得をいう。 

  ２項 （略） 

  ３項 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収

入金額から当該所得の基因となった資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控

除し、その残額の合計額（当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係る総収入金額が当該所得の基

因となった資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額に満たない場合には、その不足

額に相当する金額を他の号に掲げる所得に係る残額から控除した金額。以下この条において「譲渡益」

という。）から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする。 

   １ 資産の譲渡（前項の規定に該当するものを除く。次号において同じ。）でその資産の取得の

日以後５年以内にされたものによる所得（政令で定めるものを除く。） 

   ２ 資産の譲渡による所得で前号に掲げる所得以外のもの 

  ４項 前項に規定する譲渡所得の特別控除額は、５０万円（譲渡益が５０万円に満たない場合には、

当該譲渡益）とする。 

 ３８条１項 譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、その

資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。 

 ５９条１項 次に掲げる事由により居住者の有する山林（事業所得の基因となるものを除く。）又は

譲渡所得の基因となる資産の移転があった場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑

所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、こ

れらの資産の譲渡があったものとみなす。 

   １ 贈与（法人に対するものに限る。）又は相続（限定承認に係るものに限る。）若しくは遺贈（法

人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。） 

   ２ 著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡（法人に対するものに限る。） 

 ６４条１項 その年分の各種所得の金額（事業所得の金額を除く。以下この項において同じ。）の計

算の基礎となる収入金額若しくは総収入金額（不動産所得又は山林所得を生ずべき事業から生じたもの

を除く。以下この項において同じ。）の全部若しくは一部を回収することができないこととなった場合

又は政令で定める事由により当該収入金額若しくは総収入金額の全部若しくは一部を返還すべきこと

となった場合には、政令で定めるところにより、当該各種所得の金額の合計額のうち、その回収するこ

とができないこととなった金額又は返還すべきこととなった金額に対応する部分の金額は、当該各種所

得の金額の計算上、なかったものとみなす。 

  ２項 保証債務を履行するため資産（第３３条第２項第１号（譲渡所得に含まれない所得）の規定

に該当するものを除く。）の譲渡（同条第１項に規定する政令で定める行為を含む。）があった場合にお

いて、その履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなったときは、その行使

することができないこととなった金額（不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算

上必要経費に算入される金額を除く。）を前項に規定する回収することができないこととなった金額と

みなして、同項の規定を適用する。 
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   ２ 租税特別措置法 

 ３１条の４第１項 個人が昭和２７年１２月３１日以前から引き続き所有していた土地等又は建物

等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、所得税法第３

８条及び第６１条の規定にかかわらず、当該収入金額の１００分の５に相当する金額とする。ただし、

当該金額がそれぞれ次の各号に掲げる金額に満たないことが証明された場合には、当該各号に掲げる金

額とする。 

   １ その土地等の取得に要した金額と改良費の額との合計額 

   ２ その建物等の取得に要した金額と設備費及び改良費の額との合計額につき所得税法第３８

条第２項の規定を適用した場合に同項の規定により取得費とされる金額 

 ４０条１項 国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺贈があった場合には、所得税法第５９条第

１項第１号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかったものとみなす。民法（明治２

９年法律第８９号）第３４条の規定により設立された法人その他の公益を目的とする事業を営む法人に

対する財産の贈与又は遺贈（当該法人を設立するためにする財産の提供を含む。以下この条において同

じ。）で当該贈与又は遺贈が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に

著しく寄与することその他の政令で定める要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたものに

ついても、また同様とする。 
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平成●●年（○○）第●●号 所得税更正処分取消等請求事件 

 

更 正 決 定 

原告         甲 

被告         国 

 上記事件について、当裁判所が平成２０年９月２９日に言い渡した判決に明白な誤りがあ

るから、当裁判所は、職権により、次のとおり決定する。 

 

主 文 

１ 上記判決の主文第１項中「納付すべき税額６６８万４１００円」とあるのを「納付すべ

き税額６８８万４１００円」と更正する。 

２ 上記判決１９頁１２行目から１３行目にかけて「納付すべき税額６６８万４１００円」

とあるのを「納付すべき税額６８８万４１００円」と更正する。 

 

平成２０年９月２９日 

名古屋地方裁判所民事第９部 

裁判長裁判官 松並 重雄 

   裁判官 前田 郁勝 

   裁判官 廣瀨 達人 


